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京都教育大学教員免許状更新講習実施規則

平成２１年 ３月３０日 制 定

平成３０年 ９月１８日 最終改正

（趣 旨）

第１条 この規則は，教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）及び免許状更新講習

規則（平成２０年文部科学省令第１０号）に基づき，教員免許状更新講習の実施に関し

て必要な事項を定める。

（講 習）

第２条 京都教育大学（以下「本学」という。）が開設する講習は，教育職員免許法第９

条の３により文部科学大臣の認定を受けて開設する。

（講習の実施）

第３条 講習の実施に関する事項については，教員免許状更新講習企画運営委員会（以下

「企画運営委員会」という。）で審議するものとする。

（受講対象者）

第４条 講習の受講対象者は，教育職員免許法に定める者とする。

（講習料等）

第５条 講習の受講者から講習料を徴収するものとし，講習料，徴収方法等については別

に定める。

（修了証明書又は履修証明書の発行）

第６条 講習を受講し履修認定試験に合格した者には，修了証明書又は履修証明書を発行

する。

（講師等の手当）

第７条 講習の講師等を担当した教員等には手当を支給する。手当等については別に定め

る。

（事 務）

第８条 この規則に関する事務は，教務課において行う。

（雑 則）

第９条 この規則に定めるほか，教員免許状更新講習の実施に関し必要な事項は，企画運

営委員会で審議し学長が定める。

附 則

この規則は，平成２１年４月１日から施行する。

附 則

この規則は，平成２５年９月３０日から施行し，平成２５年８月１日から適用する｡

附 則

この規則は，平成２６年４月１日から施行する。

附 則
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この規則は，平成３０年９月１８日から施行し，平成３０年９月１日から適用する｡


